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論 説 

共同的な事業者の第二次納税義務に関する一考察 

 

前仙台国税局総務部長 

脇 本 利 紀 

 

◆SUMMARY◆ 

国税徴収法は、その第 3章において、11種類の第二次納税義務と第二次納税義務の通則を
定め、第 37 条で共同的な事業者の第二次納税義務を規定している。第二次納税義務は、一
定の要件が充足される場合に、本来の納税義務者が履行すべき納税義務を第三者に補充的に
負わせるものであるため、それぞれの第二次納税義務の要件充足性の判断は、慎重かつ的確
に行う必要がある。そして、そのためには、その要件を充足する事実を認定する資料を十分
に収集し、的確な分析と法的評価を行う必要があり、どのような事実があれば第二次納税義
務の要件が充足されたといえるかについては、過去の裁判例が役に立つと思われるが、共同
的な事業者の第二次納税義務についての過去の裁判例は比較的少ない。 

 本稿は、国税徴収法第 37 条第 2 号が定める「同族会社の判定の基礎となった株主又は社
員」という要件の充足性が争点となり、この要件が充足されていないとして、共同的な事業
者の第二次納税義務の納付告知処分を取り消した国税不服審判所平成 22年 6月 22日裁決を
題材として、一人会社に関する判例や法人格否認の法理等を参照しつつ、上記の要件に係る
事実認定等について考察するものである。（平成 24年 7月 31日税務大学校ホームページ掲
載） 

（税大ジャーナル編集部） 

 

本内容については、すべて執筆者の個人的見解であり、税

務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所等の公式見解を示

すものではありません。 
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はじめに 

第二次納税義務とは、納税者の財産につき
滞納処分を執行しても、なおその徴収すべき
額に不足すると認められる場合において、形
式的には財産が第三者に帰属しているとはい
え、実質的にはこれを否認して、納税者にそ
の財産が帰属していると認めても公平を失し
ないような場合に、その形式的な財産帰属を
否認して、私法秩序をみだすことを避けつつ、

その形式的に財産が帰属している第三者に対
し補充的、第二次的に納税者の納税義務を負
担させることにより租税徴収の確保を図ろう
とする制度(1)である。 

国税徴収法（以下「徴収法」という。）は、
第 33条から第 39条まで及び第 41条で、主
たる納税義務について、一定の要件を満たす
者が補充的に納税義務を負担する旨規定して
おり、具体的には、①無限責任社員（第 33
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条）、②清算人等（第 34条）、③同族会社（第
35条）、④実質課税額等（第 36条）、⑤共同
的な事業者（第 37条）、⑥事業を譲り受けた
特殊関係者（第 38条）、⑦無償又は著しい低
額の譲受人等（第 39条）、⑧人格のない社団
等（第 41条）が第二次納税義務を負う。 

第二次納税義務は、本来の納税義務に代わ
るものであり、「不意討ちを避ける必要」(2)

があることから、第二次納税義務者からの徴
収に当たっては、納付通知書により、徴収し
ようとする金額、納付の期限、その他必要な
事項を告知（徴収法第 32 条第 1 項）するこ
ととされている。 

共同的な事業者の第二次納税義務を定める
徴収法第 37条は、「次の各号に掲げる者が納
税者の事業の遂行に欠くことができない重要
な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ず
る所得が納税者の所得となっている場合にお
いて、その納税者がその供されている事業に
係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分
を執行してもなおその徴収すべき額に不足す
ると認められるときは、当該各号に掲げる者
は、当該財産（取得財産を含む。）を限度とし
て、その滞納に係る国税の第二次納税義務を
負う。」とした上で、同条第 1 号で「納税者
が個人である場合」は「その者と生計を一に
する配偶者その他の親族でその納税者の経営
する事業から所得を受けているもの」、その第
2 号で「納税者がその事実のあった時の現況
において同族会社である場合」は「その判定
の基礎となった株主又は社員」と規定してい
る。 

納税者が法人である場合を規定している同
条第 2号の適用要件は、 

① 納税者が同族会社であること 

② 納税者が同族会社であることの判定の基
礎となった株主又は社員が、納税者の事業
の遂行に欠くことができない重要な財産を
有していること(3) 

③ 上記②の重要な財産に関して生ずる所得

が納税者の所得となっていること 

④ 納税者が、上記②の財産が供されている
事業に係る国税を滞納していること 

⑤ 上記④の国税につき滞納処分を執行して
もなお徴収すべき額に不足すると認められ
ること（徴収不足であること） 

であり、これらの要件がすべて充足される場
合には、その同族会社の「株主又は社員」は、
第二次納税義務者として、その同族会社の事
業の遂行に欠くことができない重要な財産
（その財産の異動等により取得した財産を含
む。）が供されている事業に係る国税のうち、
重要な財産が供されている期間に対応する部
分の国税を限度に納税義務を負うこととなる
（徴収法施行令第 12条第 3項）。 

さて、本稿の考察は、審査請求人が本件各
滞納法人の株主又は社員と認めるに足る証拠
はないとして、国税徴収法第 37 条の規定に
基づく第二次納税義務の納付告知処分を取り
消した国税不服審判所平成22年 6月 22日
裁決(4)（以下「本裁決」という。）を契機とし
たものである。 

本裁決の事例は、審査請求人（以下「請求
人」という。）が本件各滞納法人の株主又は社
員であることを前提として、原処分庁が請求
人に対して行った徴収法第 37 条に基づく第
二次納税義務の納付告知処分について、請求
人は本件各滞納法人の「株主又は社員ではな
い」などと請求人が主張して、請求人が当該
処分の取消しを求めたものである。本裁決は、
本件各滞納法人が所轄税務署長に提出した定
款等の記載によれば、請求人が、本件各滞納
法人の設立の際、本件各滞納法人に出資した
とは認められず、「直接的な資料により、請
求人が本件各滞納法人の増資を引き受け、又
は、出資を譲り受けた事実を認定することは
できない」とした上、「請求人は、（中略）
本件各滞納法人が経営する各店舗の売上金を
集金した以外には、本件各滞納法人の経営に
関与した事実は全く認められない」、請求人
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等は「本件各滞納法人の株主又は社員がだれ
かという点について明確な認識を有していな
かったことが認められる」、「2 年分の法人
税申告書の別表二の記載のみから、請求人が
本件各滞納法人の株主又は社員であったと認
定することは到底できない。」などと認定・
判断し、「請求人が本件各滞納法人の実質的
な出資者であったと認定することはでき」な
いとして、原処分を取り消したものである。 

同族会社は、「一般に、1人または少数の株
主によって支配されており、所有と経営が結
合」(5)しているため、株主や役員の都合で法
人の意思決定が左右されやすく、同族会社の
意思決定を左右している者は、その株主又は
社員（以下、文脈上明らかな場合は「株主等」
という。）であると推測できる。ところが、同
族会社においては、特定の者が会社の代表者
等に就任しないで会社の意思決定を行ってい
る場合も見受けられ、しかも、株式を保有し
ながら、あるいは、出資していながら、株主
名簿等に現れない実質的な株主等である場合
も見受けられる。このように、株主等である
と推測できるものの、「直接的な資料」により
認定することが困難である場合には、本裁決
が指摘しているように、「間接事実」を積み重
ねることで株主等であるかどうかの認定を行
わざるを得なくなるが、実質的な株主等が徴
収法第 37 条第 2 号の「同族会社であること
の判定の基礎となった株主等」に当たると解
することができるか否かも問題となる。 

本稿は、このようなことを踏まえ、徴収法
第 37 条第 2 号の適用に当たり、実質的な株
主等が上記の適用要件②の「同族会社である
ことの判定の基礎となった株主等」であると
解することができるか、そして仮にそのよう
に解することが相当である場合、どのような
事実認定を行う必要があるのかについての考
察を行うものである。 

 

１ 国税徴収法第 37条第 2号の趣旨 

共同的な事業者の第二次納税義務を規定す
る徴収法第 37 条第 2 号の趣旨に言及した裁
判例として東京地裁平成 5年 3月 12日判決
（LEX/DB22007722）がある。同判決は「法
人税法 2 条 10 号に規定する同族会社にあっ
ては、その事業によって得られる収益が、実
質的には同族会社判定の基礎となった株主等
によって享受される場合の多いところ、その
株主等がその同族会社にその事業の遂行上欠
くことのできないような重要な財産を提供
し、その同族会社がその財産によって所得を
得ているときには、その株主等は、その財産
の提供によって、実質的にはその同族会社と
共同事業を行っているとみることができるこ
とから、その事業によって生じた国税につき
その同族会社に滞納処分をしても不足を生じ
るときに限り補充的にその財産及び不足額の
限度でその株主等に納税義務を負わせるもの
である(6)。収益が法律の形式上帰属するとさ
れている者とそれが実質的に帰属している者
とが異なる場合において、その収益によって
生ずる納税義務をその形式上帰属するとされ
ている者が果たし得ないときには、その義務
をそれが実質的に帰属している者に負わせる
のは、徴税権の実現の方法として公平なこと
というべきである。」と述べた上で、「ある財
産を所有している者について、その者と滞納
者との間及びその財産と滞納者との間に右の
ような強固な結び付きがあるのであれば、そ
の者については、その財産の提供の限度で滞
納者と実質的な共同経営者であって滞納者の
債務について一定の責任を負うものとし、そ
の財産については、滞納者の実質的な責任財
産であるとすることには、当事者の選択した
法律形式を尊重しつつ、実質的な所得の帰属
主体に徴税権を行使する制度として優に合理
性を肯定でき」、「日本国憲法 14条、25条、
及び 29 条 1 項のいずれの規定にも反するも
のではない」と判示している。 
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「ある財産を所有している者」について、
①「その者と滞納者との間」において、滞納
者が同族会社であるとする判定の基礎となっ
た株主等が、滞納者の事業の遂行上欠くこと
ができない重要な財産を有しているような
「強固な結び付き」があり、かつ、②「その
財産と滞納者との間」においても、その財産
に関して生ずる所得が滞納者の所得となって
いるような「強固な結び付き」があるのであ
れば、その財産の提供の限度で滞納者と実質
的な共同経営者にあっては滞納者の納税義務
について一定の責任を負うこととなる。 

このように、共同的な事業者の第二次納税
義務は、一般に「同族会社とその同族判定株
主との間の特殊の関係にかんがみ、（中略）同
族判定株主を共同的な事業者と見て、第二次
納税義務を負わせるもの」(7)、「納税者が同族
会社の場合に、同族会社は無財産で、重要な
財産はすべてその同族株主等から賃借してい
るという例もあるので、同族株主等も共同事
業者とみなされ、同様な第二次納税義務を負
うもの」(8)と説明されている。 

 

２ 納税者が同族会社であるとする判定の基

礎となった株主等の範囲等 

(1) 同族会社であるか否かの判定 

徴収法第 37 条第 2 号で定める「同族会社
である場合」とは、「その納税者が法人税法第
2条 10号の同族会社である場合」(9)である。 
そして、法人税法第 2 条第 10 号で、同族
会社とは、「会社の株主等（その会社が自己の
株式又は出資を有する場合のその会社を除
く。）の三人以下並びにこれらと政令で定める
特殊の関係のある個人及び法人がその会社の
発行済株式又は出資（その会社が有する自己
の株式又は出資を除く。）の総数又は総額の百
分の五十を超える数又は金額の株式又は出資
を有する場合その他政令で定める場合におけ
るその会社をいう。」と規定され、同条第 14

号で、株主等とは、「株主又は合名会社、合資

会社若しくは合同会社の社員その他法人の出
資者をいう。」と規定されている。なお、同号
にいう「株主」及び「社員」について、法人
税法は何ら規定していないから、これらは会
社法等でいう「株主」、「社員」と同義である
と解すべきであろう。 

したがって、徴収法第 37 条第 2 号の同族
会社に該当するかどうかの判定は、「滞納者と
会社の株主又は社員の有する株式の数、出資
の金額若しくは議決権の数又は滞納者と会社
の社員の数によって」判断することとなる(10)。 
(2) 株主等の範囲 

株主名簿等の記載にかかわらず実質上の株
主や社員が徴収法第 37 条第 2 号の株主等に
該当するかについては、既に明らかになって
いる。 

徴収法第 37 条第 2 号の株主等とは、同族
会社の判定の基礎となった株主等であり、そ
の者を判定の基礎とすると、滞納会社が法人
税法第 2 条第 10 号の同族会社に当たり、他
の要件が充足されれば、その者が滞納会社の
国税についての第二次納税義務者となるとこ
ろ、東京高裁昭和 48年 3月 14日判決（訟務
月報第 20巻 4号 109頁）は、「課税庁が同族
会社の判定の基礎とした名義書換未了株式
は、名義株ではなく、名義書換手続が遅延し
ていたものにすぎないから、これを同族会社
の判定について加算することは誤りである」
旨の主張に対し、「同族会社の判定について法
人税法第 7条の 2第 1項（筆者注：現第 2条
第 10 号）が当該会社の株主と保有株数を基
準とした趣旨は、株主がその議決権の行使を
通じて当該会社を支配することができる点に
着目したことによると解されるから、同条項
の株主とは、一般に記名株式については株主
名簿に記載されたものをいうのであって、た
とえ記名株式を譲り受け実質的には株主で
あっても、名義書換手続を了していなければ
その株主権を会社に対抗できないから、かよ
うな者は、同条項の株主には含まれないとい
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うべきであるが、しかしいまだ株主名簿に記
載されていない実質上の株主が株主名簿上の
形式的な株主と特殊な間柄にある等の事情に
よってその者の株主権を実質的に支配するこ
とができるため、右株主名簿上の形式的な株
主名で実質的に議決権を行使することができ
るような場合には、その株式いわゆる名義株
であると、名義書換手続未了の株式であると
を問わず、右の実質上の株主も同条項の株主
と解するを相当」と判示している。 

同判決によると、「実質的な株主」は、「株
主名簿上の形式的な株主と特殊な間柄にある
等の事情によってその者の株主権を実質的に
支配することができるため」、「株主名簿上の
形式的な株主名で実質的に議決権を行使する
ことができる」ことから、その株式がいわゆ
る名義株であったとしても、また、名義書換
手続未了の株式であったとしても、同族会社
判定の際の株主となる旨を明らかにしてい
る。これを踏まえると、株主名簿上の形式的
な株主と特殊な関係にあるなどの事情によっ
てその株主権を実質的に支配でき、実質的に
議決権を行使できるような場合には、その株
式が名義株であっても、また、名義書換手続
未了の株式であるとしても、実質的な株主と
して同族会社判定の際の株主となる(11)。 

実質的な株主であるか否かの判断に当た  
り、株式の譲受けの事実がある、出資の事実
がある、名義上の株主の名義を借りている、
名義上の株主が株主権を行使していない、株
主名簿上の形式的な株主名で実質的に株主権
を行使しているなどの事実を認定することが
できれば、実質的な株主と認定することがで
きると考えられる。 

(3) 第二次納税義務の主体 

以上、徴収法第 37 条第 2 号で規定する第
二次納税義務の主体となりうるかを整理する
と次のとおりとなる。 

① 納税者が法人税法第 2 条第 10 号の同族
会社であることの判定の基礎となった「株

主又は社員」である。 

② 法人税法第 2 条第 14 号により、同条第
10号の「株主等」とは、株式会社の株主又
はその他法人の出資者である。 

③ 徴収法第 37条第 2号の「株主又は社員」
は、会社法等でいう株主又は社員と同義で
あり、会社の出資者を含むものである。 

④ ある会社の設立の際に出資した、増資を
引き受けた、あるいは他の株主や社員から
株式や出資を譲り受けた者は、当該会社の
「株主又は社員」である。 

⑤ 株主名簿等への記載は、会社に対する対
抗要件にすぎず、株主名簿等に記載がなく
ても、会社に対して実際に権利を行使でき
ることから、そのような実質的な出資者も
「株主又は社員」に該当する。 

そこで、このように解することが相当であ
るとすれば、次に実質的な株主等が会社の代
表者等に就任しないで会社の意思決定を行っ
ている、言い換えれば、誰が実質経営者かの
事実を認定する基準を明らかにする必要があ
る。 

 

３ 本裁決における事実認定の枠組み 

以上の整理を踏まえ、本裁決では、どのよ
うな事実認定を行い、判断に至っているのか
について分析を進めることとする。 

(1) 法令解釈 

本裁決は、「徴収法第 37条第 2号によれば、
第二次納税義務の主体となるのは、納税者が
法人税法第 2 条第 10 号の同族会社である場
合におけるその判定の基礎となった「株主又
は社員」であり、同条第 14 号によれば、同
条第 10 号の「株主等」とは、株式会社の株
主又はその他法人の出資者をいうとされてい
るから、徴収法第 37 条第 2 号の「株主又は
社員」とは、民法及び会社法にいう株主又は
社員と同義であり、会社の出資者を指すもの
と解される。」、「ある者が、ある会社の「株
主又は社員」であるといえるためには、その
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会社の設立又は増資の際に出資をしたか、他
の株主又は社員から出資を譲り受けたといえ
ることが必要である。」、「株主（社員）名
簿への記載は、会社に対する対抗要件にすぎ
ないから、株主（社員）名簿に記載がなくて
も、会社に対して実際に権利を行使できる場
合には、そのような実質的な出資者も「株主

又は社員」に該当すると解すべきである。」
との解釈を示している。当該法令解釈につい
て異論はないだろう。 

(2) 事実認定に関する争点 

次に原処分庁と請求人との事実認定に関す
る主張を整理すると以下の通りとなる。 

 

原処分庁 請求人 

請求人は、本件各滞納法人の役員に就任
している。 

請求人等は、原処分庁に対し、平成 13年
1 月以降、本件各滞納法人の実質的なオー
ナー（株主又は社員）は請求人であると申
述している。 

F 社及び H 社（本件滞納法人）は、請求
人の夫が全株式又は出資を所有する一人会
社であり、また、G社（本件滞納法人）は、
遅くとも平成 18年 7月 1日以降は現在の取
締役の一人会社である。よって、請求人は、
本件各滞納法人の株主又は社員ではない。 

原処分庁は、請求人が本件各滞納法人の役
員に就任している事実を捕らえて、請求人が
株主又は社員であると判断しているが、株主
又は社員でなければ役員に就任できないと
いう法令上の制約はない。 

本件各滞納法人は、平成 19 年及び平成
20年中に終了した各事業年度に係る法人税
申告書の別表二に、請求人が 100％株主で
あると記載している。 

本件各滞納法人の税務代理人の事務担当
者が、請求人に確認することなく、推測で記
載したものにすぎず、当該書類をもって請求
人が株主又は社員であると判断するのは違
法・不当である。 

請求人等は、原処分庁に対し、店舗不動
産の所有者が株主又は社員であると申述し
ている。 

同業者の多くに、株主又は株主が支配する
別法人が店舗不動産を所有する形態が見ら
れるとしても、このような形態を採らなけれ
ば特殊浴場の許可が受けられないものでも
なく、営業許可が取り消されるものでもない
から、原処分庁の主張には論理の飛躍があ
る。 

店舗不動産の所有者と株主又は社員との
間に密接な関係があることからすれば、本
件不動産の売買契約時に近接した時期に資
金移動が行われたことは、株式又は出資の
取得のための資金移動と見るのが自然であ
る。 

資金移動は、本件不動産の売買のための資
金移動であり、株式取得のための資金移動で
はない。 
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(3) 検討及び判断 

原処分庁は、定款、株主（社員）名簿等、
法人税申告書、店舗不動産の所有関係、資金
移動という物証や事実に着目した立証を行っ
ているが、審判所は以下の通りそれぞれの主
張を排斥している。 

イ 定款からの検討 

直接的な証拠（物証）として取り上げられ
ているのは定款であるが、本裁決は、「定款
等の記載によれば、請求人が、本件各滞納法
人の設立の際、本件各滞納法人に出資をした
とは認められず、他にかかる事実を認めるに
足る証拠もない。」と判断している。 

なお、本裁決は続けて「実質的に見ても、
E（筆者注：請求人の夫）が F社（筆者注：
本件各滞納法人のうちの 1社）で働き始めた
際の立場はボーイであり（なお、Eの申述が
変遷しているため、働き始めた時期は定かで
ないが、本件各滞納法人が設立された後であ
る可能性が高い。）、その妻である請求人が、
本件各滞納法人の設立に際し、出資をしたと
は考え難い（なお、原処分庁もそのような主
張はしていない。）。」とし、後述するよう
に間接事実からの検討を踏まえた判断も行っ
ている。 

ロ 株主（社員）名簿等からの検討 

次に、直接的な証拠となり得る株主名簿等
について、本裁決は、「本件各滞納法人は、
株主（社員）名簿を作成しておらず、株券等
も発行していない上、本件各滞納法人の株式
又は出資の売買契約書等の証拠も存在しない
から、これらの直接的な資料により、請求人
が本件各滞納法人の増資を引き受け、又は、
出資を譲り受けた事実を認定することはでき
ない」としている。 

もっとも、「同族会社においては、所有と
経営の分離が行われていない場合が多い」こ
とから、「役員等が会社を自由に操作してい
る事実が認められる場合には、その事実は、
当該役員が当該会社の出資者であることをう

かがわせる重要な間接事実である」とし、間
接事実面からの事実認定を容認する立場を示
している。 

その上で、「請求人自身、F 社の監査役に
就任していることは認識しているものの、G

社及びH社（筆者注：本件各滞納法人のうち
の 2社）の役員になっていることについては、
その認識すらなく、役員として本件各滞納法
人の経営に関与する意思は全く有していな
かった」、「本件各滞納法人が経営する各店
舗の店長の側でも、自分達を店長に任命した
のは Eであり、同人がオーナーであると認識
していて、請求人がオーナーであるとは認識
してないから、請求人が本件各滞納法人の経
営に関与することは不可能であった」、「本
件各滞納法人が経営する各店舗の売上金を集
金した以外には、本件各滞納法人の経営に関
与した事実は全く認められない」とし、関係
者の申述等に基づき「請求人が本件各滞納法
人の実質的な出資者であると推認することは
できない」として原処分庁の主張を排斥して
いる。 

ハ 法人税申告書からの検討 

原処分庁は、法人税申告書に着目し、「本
件各滞納法人は、平成 19年及び平成 20年中
に終了した各事業年度に係る法人税申告書の
別表二に、請求人が 100％株主であると記載
している」事実をもって請求人が本件法人の
株主又は社員であると主張したが、本裁決は、
「本件各滞納法人が平成 11 年中に提出した
法人税申告書の別表二には、株主として、E

等、請求人以外の者の氏名が記載され」てい
ること、「平成 12年から平成 18年までの間
に提出した法人税申告書の別表二には、請求
人が本件各滞納法人の株主又は社員である旨
の記載はない」ことなどから原処分庁の主張
を排斥している。 

なお、当該申告書を作成した税理士法人の
事務担当者が「だれが株主か分からなかった
ので、資産（筆者注：本件滞納法人の店舗（本
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件不動産））の所有者である請求人を出資者
とするのが妥当であると判断した」旨答述し
ているが、本裁決は、「請求人が本件不動産
の登記名義人であることと、本件各滞納法人
の出資者がだれかということとは直接関係が
ない」とし、「請求人が本件各滞納法人の出
資者であることの根拠とはなり得ない」と判
断している。 

ニ 店舗不動産の所有関係からの検討 

原処分庁は、本件各滞納法人の業種業態の
一般性や請求人等の申述等に基づき、店舗不
動産の所有者が本件各滞納法人の実質上の株
主又は社員である旨主張したが、本裁決は、
「いつから株主又は社員かと聞かれても答え
られないという趣旨の申述もしている」、「風
俗営業の許可が店舗に対してなされるという
ことと、その店舗の入っている不動産の所有
権がだれに帰属するかということとは、法律
的には全く無関係であるから、仮に本件不動
産の所有権が請求人に帰属するとしても、そ
のことは、請求人が本件各滞納法人の株主又
は社員であることの根拠にはならない」とし
て、原処分庁の主張を排斥している。 

なお、本件不動産の帰属について、本裁決
は、「請求人、E及びその他の関係者の各申
述及び答述等を総合勘案すれば、本件各滞納
法人の売上金は、E が入院していた平成 12

年の一時期を除き、同人が管理しており、請
求人に家賃はほとんど支払われていなかった
と認められるから、請求人が家賃収入の中か
ら本件不動産の購入代金を支払って本件不動
産の所有権を取得したとの原処分庁職員に対
する申述よりも、本件不動産の真実の取得者
は Eであり、請求人は単なる登記名義人にす
ぎないとの当審判所に対する答述の方が自
然」と判断し、本件不動産の所有権が請求人
に帰属するとする原処分庁の主張を排斥して
いる。本稿の論点ではないが、「納税者の事
業の遂行に欠くことができない重要な財産を
有し」ているかの認定に当たり、重要な財産

が登記できるものである場合には、単純に登
記名義のみで帰属を判断するだけでは足り
ず、誰が実質的あるいは経済的に所有してい
るかについての事実認定を行う必要があるこ
ととなる。 

ホ 資金移動からの検討 

原処分庁は、請求人名義預金口座からの資
金移動に着目し、「本件不動産の売買契約時
に近接した時期に資金移動が行われたこと   
は、株式又は出資の取得のための資金移動と
見るのが自然」と主張したが、本裁決は、請
求人等は「資金移動が、株式又は出資の取得
のための資金移動であるなどとは全く申述し
ていない」、「他に、これらの資金が株式又
は出資の取得のために用いられたことをうか
がわせる証拠も全く存在せず、この点に関す
る原処分庁の主張は採用できない」としてい
る。 

(4) 間接事実の評価 

本裁決においても、例えば、「請求人その
他の関係者の申述等並びにその余の間接事実
により、請求人が本件各滞納法人の増資を引
き受け、又は、出資を譲り受けた事実が認め
られるか否かについて検討する」、「役員等
が会社を自由に操作している事実が認められ
る場合には、その事実は、当該役員が当該会
社の出資者であることをうかがわせる重要な
間接事実であるといってよい」と指摘してい
るように、所有と経営が未分離である小規模
な法人では、定款や株主名簿といった直接的
な証拠から出資等の事実を把握することは困
難であり、間接事実から検討する必要がある
ことに異論はないだろう。 

原処分庁は、定款や株主（社員）名簿等か
らの立証が困難であることから、請求人等の
供述のほか法人税申告書、店舗不動産の所有
関係、資金移動などといった間接事実からの
立証を試みたものの、本裁決では、請求人の
原処分庁職員に対する申述、審判所に対する
答述といった「供述」を総合勘案し、請求人
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の申述は「場当たり的で一貫しておらず信用
性に乏しい」などと評価し、原処分庁の立証
を排斥している。実質的な出資者といえるか
どうかについての一貫した供述が得られない
場合、間接事実からの立証の難しさが浮き彫
りになっているともいえる。 

 

４ 一人会社、法人格否認の法理の検討 

実質的な出資者が「株主等」であるとして
徴収法第 37 条第 2 号の規定による第二次納
税義務を課すに際し、直接的な証拠に基づく
立証が困難な場合、どのような間接事実に着
目していく必要があるのか。この点に係る事
実認定の視座を整理するに当たっては、株主
等の有限責任の排除という文脈において、共
同的な事業者の第二次納税義務の考え方と類
似するいわゆる「一人会社」や「法人格否認
の法理」に係る議論が参考となるだろう。も
ちろん「一人会社」に係る議論は株主総会等
法の要請する手続の適法性について判断を行
おうとするものであり、また、「法人格否認の
法理」は、取引の相手方の保護等の観点から
法人の形骸化あるいは濫用の程度を判断しよ
うとするものであるから、同列に論じるには
限界があるものの、法人と個人（株主等）と
の「強固な結び付き」を立証していく文脈に
おいて、第二次納税義務を負うか否かの事実
認定に当たっての切り口を提供しているもの
と考える。 

(1) 一人会社 

会社の全株式を一人の株主が保有するいわ
ゆる「一人会社」について、判例はその存在
を是認し、「その一人の株主が出席すればそれ
で株主総会は成立」するとし(12)、また、「召
集権者による株主総会の招集の手続を欠く場
合であっても、株主全員がその開催に同意し
て出席したいわゆる全員出席総会において、
株主総会の権限に属する事項につき決議をし
たときには、右決議は有効に成立するものと
いうべき」との判断を示す(13)など、単独株主

が支配している一人会社や少数の株主が支配
している会社においては、会社債権者等の第
三者の利害を害さない限り、法形式にとらわ
れることなく、実質上の企業支配あるいは企
業所有の経済的な事実から判断している。 

(2) 法人格否認の法理 

次に、「一人会社」が法的に存在することが
認められるとすると、法形式上、法人である
が株主総会等法が定める手続を欠いている場
合、実質上の株主等であるとの認定を行うた
めに、更にどのような間接事実を積み重ねて
いくのか。概念的にいえば人的色彩の濃さを
判断の基準とすることとなるが、より客観的
な基準を示唆するものとして法人格否認の法
理の適用が争点となった事例が参考となり得
る。 

法人格否認の法理とは、「法人制度の目的に
照らして、ある会社について、その形式的独
立性を貫くことが正義・衡平の理念に反する
と認められる場合、ないしは、会社なる法形
態が法人格の目的を超えて不法に利用されて
いる場合に、会社解散命令のように、その会
社の存在を全面的に否定するのではなく、そ
の法人としての存在を認めながら、特定の事
案の合理的解決のために必要な範囲において
法人格の機能（会社と株主の分離という法形
式－会社法人格というヴェール）を否定して、
会社と株主を法律上同一視する法理」であ
る(14)。 

法人格の否認について、最高裁昭和 44年 2

月 27日判決（民集 23巻 2号 511頁、以下「最
高裁昭和 44 年判決」という。）は、「法人格
が全くの形骸にすぎない場合、またはそれが
法律の適用を回避するために濫用されるが如
き場合においては、法人格を認めることは、
法人格なるものの本来の目的に照らして許す
べからざるものというべきであり、法人格を
否認すべきことが要請される場合を生じるの
である。」と述べた上で、「株式会社形態がい
わば単なる藁人形に過ぎず、会社即個人であ
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り、個人即会社であって、その実質が全く個
人企業と認められるが如き場合」、「取引する
相手方としては、その取引がはたして会社と
してなされたか、または個人としてなされた
か判然しないことすら多く、相手方の保護を
必要とする」と認められることから、法人格
を否認しうると判示している。同判決が指摘
しているように、取引する相手方を保護する
ため、「会社という法的形態の背後に存在する
実体たる個人に迫る必要を生じるとき」、会社
という法人格を否認し、会社の「背後者たる
個人の行為」であると認めて責任を追及する
ものである。 

最高裁昭和 44 年判決に従うと、①法人格
が全くの形骸にすぎない場合、②法人格が濫
用されている場合のそれぞれで法人格否認の
法理が適用されることとなるが、共同的な事
業者の第二次納税義務の適用に当たっての事
実認定に資すると考えられる形骸化事例につ
いて、同判決も含め、最高裁は、どの程度、
形骸化していれば法人格を否認できるかの判
断基準は示していない(15)。そこで下級審裁判
例を中心に具体的な内容について検討する。 

イ 形式的形骸化論（判例1） 

法人格の形骸化について体系的な事実認定
に言及しているものとしては、東京地裁平成
2年 4月 27日判決（判例タイムズ 748号 200

頁）がある。同判決は、①会社設立の経緯、
株主や役員の従事状況、給与や配当の支払い、
社屋や連絡先の状況、更には不動産の取得等
経営上の重要事項の決定を誰が行っていたの
かなどを踏まえ、個人が会社を「実質的に所
有、支配」していたかどうか、②株式総会等
「法の要求する意思決定手続は履践」されて
いたかどうか、③個人の業務と法人の業務の
間に外見上区分が付け難いといった「業務の
混同」が見られるかどうか、④個人と法人と
の間に財産上密接な関係がある、あるいは、
担保提供、賃借等の財産上の関係があると
いった「財産の混同」があるかどうか、とい

う各事項について検討を積み重ね、形骸化の
程度を判断している。 

同判決は、「単に単独株主等が会社を完全に
支配しているという事実だけでは形骸化とい
うには足らず、会社と社員の間の財産の混同、
取引業務活動混同の反覆・継続、明確な帳簿
記載・会計区分の欠如、株主総会・取締役会
の不開催など会社として必要な手続の無視等
が積み重なってはじめて「形骸化」の要件が
みたされる」(16)とする「形式的形骸化論」に
立つものであろう。上記①②の要件は形骸化
の蓋然性の高さ、あるいは人的色彩の強さを
示しているものであるが、そもそも第二次納
税義務は「形式的に財産が帰属している第三
者」に対して、補充的、第二次的に納税者の
納税義務を負担させるものであり、私法秩序
との権衡を保ちうる事実認定が求められるこ
とから、第二次納税義務の主体となる実質上
の株主等と判断するに当たっては、上記①②
に加え、③④の事実認定を行っていく必要が
あるだろう。 

ロ 混同の反復継続(判例 2) 

上記東京地裁平成 2年 4月 27日判決で指
摘された業務の混同、財産の混同の程度に言
及したものとしては、東京地裁平成 7 年 10

月 19日判決（判例時報 1575号 60頁）(17)が
ある。同判決は、「形骸化を理由に法人格が否
認されるためには、単に個人が法人である会
社を事実上支配していることのみならず、法
人とその背後にある個人との間で、財産を混
同したり、業務活動や経理上の処理における
混同が反復係属して行われ、法人について法
が要求している諸手続きが無視されている状
況がなければならないと解される」とし、財
産の混同、業務活動や経理上の処理における
混同が「反復継続」していることを判断の基
準としている。その上で同判決は、当該法人
が独自の税務申告をし、法人税を納付してい
ること、普通預金を有していること、債務者
に貸付を行っていること、事業資金を借り入
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れていること、従業員を雇い給与を支払って
いること、を捉えて「互いに財産や経理処理
のうえで混同しているとはいえず」、当該法人
に対する「支配も完全ではない」ことから、
「法人格否認の法理が適用される要件を満た
しているとはいえ」ないと判示している。混
同が反復継続していることがポイントとなっ
ている。 

ハ 混同の典型（判例 3） 

千葉地裁平成 5年 3月 22日判決（判例地
方自治 121号 51頁）は、法人格が形骸化し
ているとの判断の基準となる「個人と会社の
財産の混同」とは、「個人が会社の財産を自己
の用に供するような事態がその典型」である
とし、「個人がその財産を会社につぎ込むこと
は、それが恒常的に行われて会社の営業に必
要な財産が完全に個人の財産に依存している
と認められるような場合でない限り、それだ
けでは、当然には「混同」に該当しないもの
と解すべき」と判示している。その上で、経
営不振になった非常時だけの貸付（個人財産
のつぎ込み）であり、貸付金として処理され
ていることから、「混同」があったと認めるに
は疑問があるとし、会社のために連帯保証す
ることは「会社と個人の人格の異別性を示す
もの」と指摘している。また、当該会社の債
務弁済のために別会社の財産を売却した等の
事実だけでは「相当程度強い支配権を及ぼし
ている」と言うことはできるが、「法人格が形
骸化しているとみるには十分ではない」と判
示している。 

同判決によると、「個人と会社の財産の混
同」とは、①個人が会社の財産を自己の用に
供するような状況、②個人がその財産を恒常
的につぎ込み、会社の営業に必要な財産が完
全に個人の財産に依存している状況、という
こととなる。 

ニ 業務遂行の状況（判例4） 

名古屋地裁昭和 57年 9月 20日判決（判例
タイムズ 487号 110頁）は、業務遂行の状況

に着目し、従業員がいない、本人と妻が従事
している、役員は親族で占められている、役
員の選任等法の定める手続が履践されていな
い等のほか、「被告 X 方居宅を事務所とし、
被告 X個人の架設電話を使用し、会社代表印
も被告Xの実印を共通して使用してきたこと
が認められ、また、被告会社独自の見るべき
資産の存在も窺うことができない」とし、「被
告会社の実体は全く被告Xの個人企業にほか
ならない」と認定している。事務所、架設電
話、実印といった業務遂行に当たり不可欠な
資産等の状況を積み重ねることで「法人格は
形ばかりのものとなっている」と判断してい
る。 

(3) 株主等であるか否かの判定の視座 

このように、形骸化の事例をみると、①い
わゆる一人会社である、②株主総会などの法
的な組織規定を全く無視している、という基
準に加え、会社財産と個人の財産の混同が反
復継続している（前掲東京地裁平成 7 年 10

月 19日判決）、個人が会社の財産を自己の用
に供している（前掲千葉地裁平成 5年 3月 22

日判決）、業務遂行上不可欠な資産等が混同さ
れている（前掲名古屋地裁昭和 57年 9月 20

日判決）といった「会社と株主の業務・財産
が全般的・継続的に混同」されているかとの
基準に照らし形骸化を認定している(18)。会社
の存在が外見上認識困難といった業務の混
同、財産の共同利用、会計的区分の欠如など
の業務・財産の混同が重要なメルクマールに
なっているといえるだろう(19)。 

そして、これまでの裁判例を見ると、業務・
財産の混同に係る事実認定に当たっては、①
当事者や関係者の認識（主観的な側面）、②業
務や財産等の管理状況（客観的な側面）、とい
う 2つの要素を総合勘案して判断を行ってい
る。 

第一の当事者等の認識については、事業立
上げに至った動機や利益が誰に帰属するかに
係る当事者や従業員の認識、あるいは誰と取
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引を行っているか、誰が実質的な取引主体か
に係る取引相手方や金融機関の認識などが重
要な要素となっている。 

また、第二の業務等の管理については、①
誰の資金で事業が行われているのか、担保の
提供等は誰が行っているのか、重要な資産の
名義人は誰か、また、当該資産を実質的に管
理している者は誰かなど資金や資産面での事
実関係、②事業全体は誰の発案と責任で行わ
れているのか、融資、借入れや人事管理等重
要な経営判断は誰が行っているのか、納税申
告書や各種届出書等は誰の名義で行われてい
るのか、また、その名義を使用するに至る事
情は何かなど経営判断面での事実関係、③
個々の取引の主体は誰か、日々の入出金等会
計や経理を管理しているのは誰か、預金を管
理しているのは誰か、日々の売上や経費等を
把握し管理しているのは誰かといった日常の
業務管理面での事実関係が重要な要素となっ
ている。 

立証に当たっては、以上の二項目に留意の
上、供述等の把握、間接事実の収集を行なっ
ていく必要があるだろう。 

 

おわりに 

以上、一人会社に関する判例及び法人格否
認の法理の適用に関する判例がどのような事
実認定を積み重ねているかについての分析を
踏まえ、実質上の株主等と解する事実認定の
視座について検討を行った。 

会社が形式的な法人格を有していても、そ
の実態が実質上の株主等の「個人的な信用力、
手腕」に負っている場合は、人的色彩が濃く、
法人格は形骸にしかすぎないものと推認され
る(20)。 

その上で、徴収法第 37 条第 2 号により第
二次納税義務を負う者と判断するためには、
上記東京地裁平成 5年 3月 12日判決で指摘
されているように、その者と滞納者との間及
びその財産と滞納者との間に「強固な結び付

き」があってはじめて「財産の提供の限度で
滞納者と実質的な共同経営者であって滞納者
の債務について一定の責任を負う」こととな
る。したがって、第二次納税義務を負う株主
等の範囲の認定に当たっては、以下のとおり、
ある財産を所有している者と滞納者との間及
びその財産と滞納者との間に存する「強固な
結び付き」の程度を考察していく必要がある。 
(1) 実質的な出資者の把握 

一般に、法人の定款には当該法人の設立の
際の出資者が記載されている。しかし、一人
会社など同族会社の場合には所有と経営が未
分離であるため、形式上の出資者が掲載され
ていることもあり得る。実質的な出資者が存
在し、法人設立の際に出資した事実を把握し
うるのであれば、実質的な出資者と認定する
に足ると評価されるだろう。例えば、株式の
購入資金の原資を準備した、株式や出資の取
得のために資金移動を行ったといった事実が
把握できる場合には、実質的な出資者と推認
できる。 

(2) 間接事実の積み重ね 

同族会社では、役員・事業主と本件滞納法
人の間において、閉鎖的・家族的な事業が行
われており、役員等と会社の利害対立が見ら
れず、役員等の都合により法人が操作される
ことが容易であるから、株主名簿を作成して
いない、株券を発行していないといったケー
スもあり得る。このような場合には、出資の
売買契約書等の証拠も存在しないであろうか
ら、直接的な証拠から当該法人の増資を引き
受けた、あるいは出資を譲り受けた事実を認
定することは困難となる。「その者と滞納者
（当該法人）」、「その財産と滞納者(当該法
人)」との「強固な結び付き」があるかという
観点から、実質的な出資者が｢株主等｣として
その株主権を行使していると推認し得る間接
事実を積み重ねていくこととならざるを得な
い。 

実質的な出資者が経営に参加しているかに
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ついては、当事者や当該法人の従業員の認識、
取引先の認識、あるいは、資金管理や重要な
資産の売買など経営の意思決定への従事など
の事実関係を精査していくこととなる。誰が
株主等であったのか、いつから株主等であっ
たのか、といった具体的な供述や事実の把握
が求められるだろう。 

さらに、株主総会などの法的な組織規定の
履践を怠っている、会計的な区分が欠如して
いる、個人が会社の財産を自己の用に供して
いる、会社の営業に必要な資産等が完全に個
人の資産等に依存している(21)という「会社と
株主の業務・財産が全般的・継続的に混同」
されているかに係る立証に留意していく必要
がある。 

 

                                                      
(1) 吉国二郎ほか編『国税徴収法精解〔平成 21年
改訂版〕』（大蔵財務協会、2009年）312頁。な
お、第二次納税義務は、主たる納税義務に対し、
附従性（主たる納税義務が納付・免除等によっ
て消滅した場合には、第二次納税義務も当然に
消滅する）と補充性（本来の納税義務者の財産
に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき額に
不足する場合に限って課される）を有する（金
子宏『租税法（第 15 版）』（弘文堂、2010 年）
145～147頁）。 

(2) 金子宏・前掲注(1)145頁。 
(3) 徴収法第 37条の「事業の遂行に欠くことがで
きない重要な財産」であるかどうかは、「納税者
の事業の種類、規模等に応じて判断すべきであ
るが、一般には、判断の対象とする財産がない
ものと仮定した場合に、その事業の遂行が不可
能になるか又は不可能になるおそれがある状態
になると認められる程度に、その事業の遂行に
関係を有する財産をいう」（国税徴収法基本通達
第 37条関係 1（重要な財産））。具体的には、「材
木の小売業を営む納税者（同族会社）が、その
社員（代表取締役）から店舗を借受けている場
合において、当該店舗が唯一の営業所であり、
かつ、納税者の事業遂行に寄与した度合が極め
て大きかったときのその店舗」、「清涼飲料の
製造業を営む物品税の納税者が 92《第二次納税

                                                                         

義務を負うべき者》に掲げる者から、機械設備
はもとよりピンに至るまで借受けている場合に
おけるその財産」、「織物業を営む納税者が、92

《第二次納税義務を負うべき者》に掲げる者か
ら、事業の遂行に必要な大部分の織機その他の
機械設備を借受けている場合又はその事業に欠
くことのできない特別の専用機械設備を借受け
ている場合のその財産」をいう（昭和 52年 6月
7日付徴徴 2－9他（例規）「第二次納税義務関係
事務提要の制定について」第2編第6章第1節91

(1)ロ(イ)参照（国税庁ホームページ http://www.

nta.go.jp/ shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/

kobetsu/choshu/770607/02h/03s/02.htm#a-09

1）。 
(4) 国税不服審判所平 22.6.22（裁決事例集No.79、
国税不服審判所ホームページ http:// www. kfs.

go.jp/service/JP/79/42/index.html）。 
(5) 金子宏・前掲注(1)403頁以下。 
(6) 同旨、国税不服審判所平 21.11.13 裁決（裁決
事例集No.78、509頁）。 

(7) 金子宏・前掲(1)142頁以下。 
(8) 田中二郎『租税法（第三版）』（有斐閣、1990

年）284頁。 
(9) 徴収法第 35条第 1項。吉国二郎ほか・前掲注

(1)357頁。 
(10) 国税徴収法基本通達第 35条関係（同族会社の
第二次納税義務）2（同族会社の判定）前段。な
お、同族会社に該当するか否かの調査について
は、昭和 52 年 6 月 7 日付徴徴 2－9 他（例規）
「第二次納税義務関係事務提要の制定につい
て」第 2編第 3章第 2節 74を参照（国税庁ホー
ムページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-

kaishaku/tsutatsu/kobetsu/choshu/770607/02h

/03s/02.htm#a-074）。 
(11) 国税徴収法基本通達第 35条関係（同族会社の
第二次納税義務）2（同族会社の判定）後段参照
（「株主又は社員は、株主名簿、社員名簿の記載
等にかかわらず、実質上の株主又は社員をいう」
としている。）。 

(12) 最判昭 46.6.24（民集第 25巻第 4号 596頁）。 
(13) 最判昭 60.12.20（民集第 39巻第 8号 1869頁）。 
(14) 森本滋「法人格の否認」（江頭・岩原・神作・
藤田編『会社法判例百選』（有斐閣、2006 年 4

月）10頁以降）。 
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(15) 法人格の形骸化を適用した最高裁昭和 47年 3

月 9日判決（判例時報 663号 88頁）は、「甲社
の株式は、同会社が乙株式会社と称していた当
時、Xにおいてその株式の全部を譲り受けてその
権利者となったのちにおいては、Xを除く株主は
すべて X に名義を貸与しているだけにすぎず、
同会社の役員もまた、Xのために名義を貸与して
いるにすぎないというものであるから、同会社
は、株式会社の形態をとってはいるが、その実
質においては X の経営にかかる個人企業となん
ら異なるところはないものというべく、甲社す
なわちX個人と解することができるのであって、
かかる事情のもとにおいては、同会社の名をも
ってなされた取引は実質上 X 個人の取引とみて
妨げないというべきである」と判示している。
一人会社における株主が実質的支配を行ってい
る会社を｢個人企業｣としているが、形骸化の程
度を判断する基準については明らかではない。
なお、最高裁昭和 49年 9月 26日判決（民集第
28巻第 6号 1306頁）は、「思うに、法律上会社
はすべて法人とされているところ、その法人格
が全くの形骸にすぎない場合、またはそれが法
律の適用を回避するため濫用される場合のよう
に、法人格を認めることがその本来の目的に照
らして許されるべきでないときには法人格を否
認することのできることは、当裁判所の判例（中
略）とするところであるが、右法理の適用は慎
重にされるべきであって、原審認定の会社の設
立の経緯、株式、資産の所有関係、経営の実体
等前記事実によって直ちに前記各会社の法人格
を否認し、これを民法上の組合であるとした原
審の判断は、にわかに首是することはできな
い。」と判示している。 

(16) 江頭憲治郎「法人格否認の法理」（北沢正啓編
『ジュリスト増刊商法の争点』（有斐閣、1978

年 12 月）28 頁）。形式的形骸化論に対し、「形
式的形骸化の徴表を原告が立証しなくても、社
員が会社を完全に支配していれば会社を形骸と
認めてもよいとする」説（実質的支配論）があ
る（西川勝利「滞納処分における法人格否認の
法理の適用について」（税務大学校論叢第 30 号
（税務大学校、1998年）394頁）。例えば、実質
的支配論に立つと思われる松山地裁宇和島支部
昭和 47 年 3 月 7日判決（判例タイムズ 278 号

                                                                         

207頁）は、「もとより法人格否認の法理を適用
する要件としての会社が完全に実質的個人企業
である場合といえるかどうかについては、社員
権ないし業務執行権を通じての会社支配の要件
のみならず、同時に会社と個人の業務あるいは
財産の混同が反覆継続して存在することを要す
ると考えるのが合理的であり、そのためには計
理上会社と個人が明確に分離されているかどう
かについても検討されねばならないが、法人格
を否認して個人を相手方としている場合には、
通常善意の社員の利益保護の要請が乏しく、ま
た外部からは通常立証困難と認められる右立証
事項の性質に照らすと、原告としては被告個人
が会社の背後にあってこれを支配している事実
を立証すれば、同族会社の場合通常会社が実質
的個人企業であると推定されるから、これによ
って法人格否認の法理の適用に必要な要件事実
の立証責任が尽くされたと認めるのが相当であ
り、他の特別の事情によって右推定を覆し会社
が完全に実質的個人企業でないとするならばそ
の点は逆に被告において反対立証がなされない
かぎり法人格否認の効果を認めるのが相当であ
る。」と判示している。しかし、私法秩序との権
衡を保ちうる事実認定が求められる共同的な事
業者の第二次納税義務の立証に当たっては実質
的支配論に基づく事実認定だけでは不十分であ
ろう。 

(17) 本件は、他人名義の債権が債務者に帰属するか
否かが争点の一つとなったものである。 

(18) 森本教授は、「会社の実質が全く個人企業と認
められる場合であって、①広義の一人会社であ
り、②会社と株主の業務・財産が全般的・継続
的に混同されており、③株主総会などの強行法
的組織規定を全く無視している場合」と指摘し
ている（前掲(14)森本 11頁））。また江頭教授は、
法人格の形骸化に係る諸徴表について、①株主
総会（社員総会）・取締役会の不開催、株券の不
発行、②取締役・監査役の兼任（親子会社・姉
妹会社の場合）、③業務の混同（会社の存在が外
見上認識困難、社員による同種事業の遂行）、③
財産の混同（営業所・工場等の社員からの貸与
または両者による共同利用、会計的区分の欠
如）、④会社の当初からの資金不足・無財産（い
わゆる過少資本）、と整理している（江頭憲治郎
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「法人格の否認」（上柳克郎・鴻常夫・竹内昭夫
編集代表『新版注釈会社法(1)』（有斐閣、1985

年）80頁以下）参照）。 
(19) 前掲注(18)江頭 80 頁以下。また、西川氏は、
「形式的形骸化論による裁判例においては、ど
のような事実がどの程度存すれば形骸化が認定
できるのか今なお不明確な状況であるが、適用
が否定された事例では、株式総会や取締役会の
不開催を認定しながら、それにもかかわらず混
同がないことを理由にしているもの（中略）が
あり、他方、適用が肯定された事例においては、
株主総会や取締役会の不開催にはふれず、混同、
資金流用が認定されているもの（中略）がある。
このことから、実際には混同、特に財産の混同
の有無がこれらの事例において法人格を否認す
るか否かの重要なメルクマールになっているよ
うに見受けられる。」と指摘している（西川勝
利・前掲注(16)398頁）。 

(20) 東京地判昭 58.2.28（判例タイムズ 498号 116

頁）。 
(21) 当該法人の「事業の遂行に欠くことができない
重要な財産」が帰属する者は、当該法人に対し
て強固な「結び付き」のある者であると推認し
得る。例えば当該法人にとって重要な財産の登
記の名義となっている者がこれに当たるであろ
うし、法令により営業許可等を必要とする業種
にあっては当該許可を受けている者も「結び付
き」のある者と考えられる。ところで、徴収法
第 37条第 2号の適用要件②である「納税者が同
族会社であることの判定の基礎となった株主又
は社員が、納税者の事業の遂行に欠くことがで
きない重要な財産を有していること」に係る「重
要な財産」とは、一般に「その財産がないもの
とした場合において、その事業の遂行ができな
くなるか又はできないおそれがある状態になる
と認められる程度に当該財産と事業が密接な関
連性を有していれば、当該財産は、その事業の
遂行に欠くことができない重要な財産に当たる
と解するのが相当」とされている（前掲注(6)国
税不服審判所平 21.11.13裁決）。株主等が重要な
財産を有しているか否かの事実認定を行うに際
して重要な財産が帰属している者は、当該法人
に対して「強固な結び付き」があると示唆され
るが、第二次納税義務者との認定を行うに当た

                                                                         

っては、真実の取得者であることに係るより積
極的な事実の認定が必要だろう。本裁決は、「風
俗営業の許可が店舗に対してなされるというこ
とと、その店舗の入っている不動産の所有権が
だれに帰属するかということとは、法律的には
全く無関係であるから、仮に本件不動産の所有
権が請求人に帰属するとしても、そのことは、
請求人が本件各滞納法人の株主又は社員である
ことの根拠にはならない」と指摘している。風
俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律に基づき風俗営業の許可が営業所に対してな
されている場合に、当該営業所に係る不動産等
重要な財産の所有者は、滞納者の経営に深く関
与しているとの推認が働くが、当該事実のみを
もって直ちに実質的な出資者であるとの認定は
困難であろう。 


